
北
宋
前
期
の
資
格
論
と
財
政
官
僚

板

橋

員

序
第
一
章

第
二
章

第
三
-
章

結

資

格

と

は

資
格
任
用
以
前
の
財
政
官
僚

仁
宗
朝
以
降
の
財
政
官
僚

語

。。

序

北
宋
前
半
期
に
あ
っ
て
は
、
園
家
財
政
を
司
る
中
央
機
関
と
し
て
三
司
が
設
置
さ
れ
、
中
書
・
門
下
省
及
び
橿
密
院
と
共
に
園
家
機
関
の
中

橿
を
形
成
し
て
い
た
。
こ
の
三
司
は
五
代
の
制
度
を
承
け
、
新
生
宋
王
朝
の
中
央
集
権
瞳
制
を
維
持
す
る
上
で
重
要
な
位
置
を
占
め
た
。
そ
の

存
績
期
聞
は
、
元
豊
五
年
ハ
一

O
八
二
)
王
安
石
の
新
法
推
進
過
程
で
解
瞳
さ
れ
る
ま
で
の
百
二
十
徐
年
に
及
ん
だ
。
こ
の
聞
に
於
け
る
三
司

(
l〉

の
機
構
と
そ
の
饗
遁
に
つ
い
て
は
、
周
藤
吉
之
氏
の
論
考
に
詳
細
で
あ
る
。
氏
の
所
論

「
北
宋
の
三
司
の
性
格
」
に
よ
れ
ば
、
歴
代
三
司
使

・

副
使
の
襲
遜
表
に
依
援
し
て
宋
初
一
・
員
宗
朝
・
仁
宗
朝
・
紳
宗
朝
と
各
々
時
期
を
劃
し
、
三
司
使
の
地
位
の
ピ

l
ク
を
員
宗
靭

・
仁
宗
朝
期
に

置
く
と
い
う
相
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
司
副
使
・
轄
運
使
・
護
運
使
と
の
人
事
異
動
聞
係
か
ら
、
そ
の
統
轄
関
係
を
も
考
察
さ

れ
て
い
る
。
前
者
の
問
題
に
於
い
て
は
、
そ
の
三
司
使
を
長
官
に
頂
く
三
司
と
地
方
の
轄
蓮
使
を
含
む
財
政
機
構
の
活
動
が
ど
の
様
に
饗
遁
し
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て
い
っ
た
の
か
と
い
う
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、
三
司
使
以
下
、
副
使
・
轄
運
使
・
護
運
使
と
い
っ
た
財
政
関
係

の
差
遣
の
昇
進
コ

l
ス
が
や
同
該
期
に
ど
の
様
に
機
能
し
て
い
た
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

先
に
梅
原
郁
氏
は
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
を
著
し
、
第
三
一
章
「
差
遣

l
l職
事
官
の
諸
問
題
」
で
、

が
、
そ
の
中
で
嘗
時
、
官
僚
の
一
般
的
な
昇
進
コ

l
ス
の
一
つ
に
こ
の
三
可
・
轄
運
使
系
の
差
遣
が
ビ
ル
ト

・
イ
ン
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
責

(
2〉

を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
も
ま
た
北
宋
時
代
の
三
司
を
考
え
る
上
で
重
視
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
資
序
」
と
い
う
問
題
を
扱
わ
れ
た

さ
て
、
本
稿
の
表
題
に
掲
げ
た
財
政
官
僚
と
は
、
文
字
通
り
園
家
財
政
の
運
用
に
嘗
た
る
官
僚
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
は
、
古
来

よ
り
い
か
な
る
時
代
に
も
そ
の
存
在
と
活
動
は
み
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
事
寅
、
歴
史
上
に
は
し
ば
し
ば
財
政
長
官
と
し
て
の
特
異
な
能
力
を

有
す
る
存
在
が
見
ら
れ
る
。
漢
代
な
ら
桑
弘
羊
、
唐
代
な
ら
劉
長
等
が
奉
げ
ら
れ
ょ
う
か
。
北
宋
に
先
立
つ
五
代
の
戦
飽
期
の
財
政
官
僚
を
見

て
み
よ
う
。
軍
閥
割
援
の
混
凱
期
に
あ
っ
て
、
彼
ら
に
求
め
ら
れ
た
能
力
は
や
は
り
軍
需
の
数
率
的
動
員
で
あ
っ
た
ろ
う
c

こ
の
時
期
、
中
に

は
孔
謙
(
後
唐
)
の
よ
う
な
苛
数
珠
求
の
徒
も
出
現
し
た
。
し
か
し
、
何
よ
り
目
を
引
く
の
は
、
五
代
後
漢
末
の
三
司
使
王
章
の
主
張
で
あ
る
。

『
新
五
代
史
』
巻
三

O

史
弘
肇
停
に
は
、
武
臣
史
弘
肇
と
三
司
使
王
章
の
宴
席
で
の
舎
話
を
次
の
よ
う
に
-
記
し
て
い
る
。

弘
肇
日
く
、
「
朝
廷
を
安
ん
じ
、
踊
凱
を
定
む
る
は
、
直
に
長
槍
大
剣
を
須
る
の
み
。
毛
錐
子
の
若
き
は
安
ん
ぞ
用
ふ
る
に
足
ら
ん
や
。
」
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ニ
司
使
王
章
日
く
、

「毛
錐
子
無
く
ん
ば
、
軍
賦
何
れ
よ
り
集
め
ん
や
。
」
毛
錐
子
と
は
蓋
し
筆
を
言
う
也
。
弘
肇
黙
然
た
り
。

園
家
の
安
定
に
は
長
槍
大
創
こ
そ
が
必
要
な
の
だ
、
ど
う
し
て
筆
な
ど
必
要
と
し
よ
う
か
、
と
目
を
む
く
史
弘
肇
に
、
王
章
は
筆
無
し
で
ど

う
や
っ
て
軍
事
費
を
集
め
ら
れ
る
の
か
、
と
問
い
つ
め
る
。
武
断
一
過
倒
の
軍
聞
社
舎
に
あ
っ
て
も
そ
の
財
政
基
盤
を
支
え
た
の
は
か
か
る
財

政
官
僚
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
同
じ
く
「
新
五
代
史
』
巻
三

O

王
章
一
俸
に
は
、

(
王
章
〉
然
れ
ど
も
尤
も
文
士
を
喜
ば
ず
。
嘗
て
人
に
語
り
て
日
く
、

ず
、
何
ぞ
固
に
盆
す
る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
」

「
此
の
輩
一
把
の
算
子
を
輿
ふ
る
も
、
未
だ
顛
倒
す
る
を
知
ら



と
も
見
え
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
文
士
に
劃
す
る
見
方
に
も
か
な
り
手
巌
し
い
も
の
が
あ
る
。
文
土
連
は
算
盤
の
扱
い
方
も
ろ
く
に
分
か
ら
な
い
。

彼
の
頼
み
と
す
る
も
の
は
筆
と
算
盤
で
あ
り
、
武
人
も
文
人
も
皆
俺
か
養
っ
て
や
っ
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
自
信
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
軍
費
支
出
の
根
幹
を
握
り
、
園
家
財
政
を
貫
際
に
左
右
し
て
い
た
王
章
一
の
自
負
が
そ
う
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
に
は
武
人

や
文
人
と
は
性
格
を
異
に
す
る
別
個
の
存
在
と
し
て
の
自
費
が
見
ら
れ
は
し
な
い
か
。

降
っ
て
北
宋
朝
に
入
る
や
、
か
か
る
存
在
と
意
識
は
ど
の
様
な
形
で
あ
の
一
一
一
司
と
呼
ば
れ
る
大
規
模
な
組
織
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
お
も
に
資
格
・
資
序
な
る
制
度
が
三
司
の
構
成
に
奥
え
た
影
響
を
追
う
こ
と
を
通
じ
て
各
時
期
の
財
政
官
僚
の
あ
り

方
を
検
誼
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
く
こ
と
に
す
る
。

第
一
章

資

格

と

は

資
格
な
る
宋
代
官
僚
制
度
上
の
用
語
に
つ
い
て
は
、
既
述
の
通
り
梅
原
郁
氏
の
著
書
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
に
詳
し
い
。
し
か
し
行
論
上

こ
こ
で
そ
の
概
略
に
燭
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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宋
代
官
僚
の
昇
任
の
仕
方
に
は
、
寄
職
官
の
昇
進
と
は
別
の
盟
系
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
差
遣
上
の
昇
進
が
存
在
し
た
。
敷
多
く
あ
る
差
遣
を
各

各
の
ラ
ン
ク
毎
に
匝
分
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
責
序
〈
資
格
序
列
)
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
官
僚
た
ち
は
、
こ
の
資
序
の
下
の
ラ
ン
ク
か
ら

順
を
追
っ
て
昇
格
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
『
古
今
源
流
至
論
』
前
集
、
巻
七
「
責
格
」
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

列
聖
以
来
資
格
甚
だ
巌
た
り
。
其
れ
某
人
を
用
ひ
ん
と
す
る
や
、
必
ず
嘗
て
某
責
を
歴
す
と
日
う
也
。

漕
、
漕
よ
り
し
て
三
路
使
、
三
路
使
よ
り
し
て
三
司
副
使
、
是
に
至
り
方
め
て
待
制
に
除
せ
ら
る
。

守
よ
り
し
て
憲
、

憲
よ
り
し
て

つ
ま
り
、
誰
か
を
任
用
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
そ
の
人
物
が
今
ま
で
ど
う
い
う
資
序
を
歴
任
し
て
き
た
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

資
序
と
は
、
守
(
地
方
長
官
〉
か
ら
憲
(
提
黙
刑
獄
使
)
衣
い
で
漕
ハ
縛
運
使
)
、
三
路
使
(
西
北
三
路
の
縛
運
使
〉
、
三
司
副
使
を
経
て
は
じ
め
て
待

制
の
地
位
に
た
ど
り
つ
く
と
い
う
諸
階
梯
を
指
し
て
い
る
。
前
引
『
古
今
源
流
至
論
』
前
集
、
巻
七
「
資
格
」
の
僚
に
は
、
爽
註
に
『
官
制
奮
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(

3

)

 

典
』
を
引
用
し
て
そ
の
詳
細
を
記
す
。

(

A

)

官
制
奮
典
、
租
宗
人
を
用
ひ
ん
と
す
る
や
必
ず
資
格
を
巌
に
す
。
三
人
制
科
入
等
に
第
す
る
を
賜
は
ら
ば
、
自
ら
次
を
待
た
ず
し
て

事
せ
ら
れ
、
猶
ほ
試
す
る
に
民
事
を
以
て
す
。
故
に
三
人
皆
、
遁
剣
に
擢
せ
ら
れ
、
制
科
策
剣
に
除
せ
ら
れ
、
一
任
し
て
還
ら
ば
館
職
を
試

し
、
或
は
言
路
に
擢
せ
ら
れ
、
其
の
帖
職
に
因
り
、
遂
に
省
府
に
除
せ
ら
れ
、
剣
官
に
擢
せ
ら
れ
、
循
し
て
三
司
副
使
に
至
る
。
言
官
は

蓋
諌
を
歴
し
、
循
し
て
侍
御
史
知
雑
事
に
至
る
。
乃
ち
不
衣
任
用
の
到
す
所
な
り
。

(
B
〉
自
徐
各
責
序
を
論
ず
。

一
雨
任
に
し
て
逼
剣
に
升
り
、

雨
任
を
歴
し
て
初
任
知
州
資
序
に
升
り
、

正
運
剣
と
鋳
る
可
し
。

若
し
提

刑
・
知
節
鎖
に
除
せ
ら
る
れ
ば
、
権
字
を
稽
し
、
第
二
任
に
し
て
正
知
節
鎮
よ
り
し
て
擢
知
大
藩
た
る
可
し
。
決
い
で
初
任
提
刑
責
序
に

升
り
、
正
知
大
藩
よ
り
し
て
擢
轄
運
副
使
た
る
可
し
。
第
二
任
に
し
て
、
正
に
運
剣
に
除
せ
ら
れ
、
轄
運
使
に
轄
ず
。
九
そ
三
路
使
は
各

一
位
一
寸
を
高
く
し
、
雨
任
提
刑
に
し
て
、
轄
運
使
資
序
に
外
(
升
?
〉
し
、
若
し
三
路
及
び
護
運
副
使
に
除
せ
ら
る
れ
ば
、
擢
字
を
幣
し
方

め
て
帥
を
領
す
。
雨
任
に
し
て
三
路
使
資
序
に
升
し
、
若
し
護
運
使
に
除
せ
ら
る
れ
ば
、
擢
字
を
精
し
、
一
任
に
し
て
三
司
副
使
責
序
に

升
す
。
正
に
此
の
如
く
し
て
方
め
て
待
制
及
び
三
路
帥
に
卒
除
せ
ら
る
る
也
。
朝
廷
藩
府
監
司
に
除
す
る
毎
に
、
必
ず
某
資
序
を
理
せ
し

む
と
の
指
揮
有
り
。
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(
下
略
)

こ
こ
で
、

「
不
衣
任
用
」
の
抜
擢
に
興
る
者
の
例
外
的
昇
進
コ

l
ス
で
あ

(
B
〉
に
は
「
自
徐
各
論
賀
序
」
と
あ
る
援
に
一
般
的
な
官
僚
の
そ
れ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
史
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

(

A

)

は

「
三
人
賜
第
制
科
入
等
」
の
場
合
の
特
例
で
あ
り
、

る。各
資
序
に
封
臆
す
る
質
職
に
は
い
く
ら
か
の
幅
が
あ
る
。
そ
れ
故
朝
廷
は
、
某
人
が
な
ん
ら
か
の
貫
職
に
つ
く
際
に
は
、

そ
の
職
に
お
い
て
何

何
の
責
序
を
理
め
よ
と
い
う
指
揮
を
出
す
必
要
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

梅
原
郁
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
資
序
の
名
目
に
表
現
さ
れ
る
賓
職
名
は
、
多
く
の
官
僚
の
経
歴
を
見
る
と
、
概
ね
昇
進
過
程
の
主
流
と
見
る

元
枯
二
年
八
月
葵
未
の
文
彦
博
の
上
言
を
基
本
に
、

箇
篠
書
に
解
説
を
施
し
て
お
ら
れ
る
。
詳
細
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
頂
く
こ
と
に
す
る
が
、
果
し
て
全
て
の
官
僚
が
こ
の
経
路
を
た
ど
っ
て
昇

」
と
が
可
能
で
あ
る
。
梅
原
氏
は
『
績
資
治
遁
鑑
長
編
』

(
以
下
『
長
編
』
)
巻
四

O
四



進
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
梅
原
氏
は
墓
誌
銘
に
残
さ
れ
た
経
歴
か
ら
幾
人
か
の
官
僚
の
例
を
引
き
、
こ
の
経
路
と
各
々
の
経
歴
と
は
仁
宗

ハ
4
)

時
代
を
中
心
に
し
て
ほ
ぼ
安
嘗
す
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た
。

ま
た
、

ロ
パ
l
ト
・

M

ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
氏
は
、

所
論

t
E
Eロ
口
一
色

何
回
匂
巾
H
巳
白
巾
噂

開
M
内
田

H
H
H
E白
片
山

O
ロ
タ
戸
口
仏
子
市

m，O
円
同

H
H
C】
同
昨
日

0
ロ。
ト+‘

開

8
5
5
F
n
H
ν
o
-
r
u『

E
Z
O
H子
市
吋
ロ

ωロロ
m

刊
の
E
5
3
中
で
用
い
ら
れ
た
集
計
表
「
百
人
の
財
政
官
僚
の
遁
官
序
列
」
に
於
て
、
あ
る
官
僚
が

自
分
の
経
歴
で
何
番
目
の
ポ
ス
ト
と
し
て
如
何
な
る
貫
職
に
つ
い
た
か
を
、
質
職
ご
と
の
卒
均
を
算
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
順
序
付
け
る
こ
と

(
5〉

に
成
功
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

河
北
路
都
輔
運
使
、
河
東
路
轄
運
使
、
快
西
路
都
轄
運

使
、
戸
部
使
、
提
奉
在
京
諸
司
庫
務
、
盟
識
副
使
、
河
北
路
轄
運
使
、
護
運
使
、
度
支
使
、
度
支
副
使
、
京
西
路
韓
運
使
、
険
西
路
轄
蓮
使
、

雨
前
路
縛
運
使
、
戸
部
副
使
・
:
:
と
、
先
の
モ
デ
ル
に
比
較
的
近
似
し
た
卒
均
値
の
序
列
が
一
が
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
筆
者
と
し
て
は
、
ハ
ー
ト

ウ
ェ
ル
氏
が
百
人
の
財
政
官
僚
と
し
て
選
ん
だ
人
物
の
基
準
が
、
主
に
『
皇
宋
十
朝
綱
要
』
に
載
せ
る
三
司
使
の
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
、
資
序

上
位
か
ら
三
司
使
・
副
使
、

盟
鍛
使
、

群
牧
使
、

と
い
う
制
度
が
導
入
さ
れ
た
歴
史
的
契
機
へ
の
言
及
が
無
い
こ
と
に
不
痛
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
三
司
や
各
路
轄
運
使
の
賞
職
を
経
る
こ
と

が
即
ち
「
財
政
官
僚
」
の
要
件
と
す
る
の
は
果
た
し
て
安
嘗
だ
ろ
う
か
。
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「
財
政
官
僚
」
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
こ
の
資
序
と
い
う
制
度
が
ど
の
様
に
し
て
官
僚
序
逗
に
導
入
さ
れ
て
き
た
の
か
を
見
る
こ
と
と

し
よ
う
。

先
に
も
燭
れ
た
通
り
、
資
格
に
よ
る
序
逗
と
は
、

一
定
年
限
を
あ
る
差
遣
で
勤
め
あ
げ
た
場
合
、
そ
の
資
格
を
得
た
も
の
と
し
て
次
の
資
格

に
属
す
る
差
遣
に
昇
進
す
る
と
い
う
も
の
で
、
い
わ
ば
年
功
序
列
的
な
昇
進
方
法
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
北
宋
・
高
承
の
『
事
物
紀
原
』
巷

四
官
爵
封
建
部
に
は
、

循
賀
、
唐
選
奉
志
、
開
元
十
八
年
斐
光
庭
始
め
て
循
責
格
を
作
る
。
賢
愚
一
概
に
必
ず
格
と
合
す
れ
ば
、
乃
ち
鐙
授
す
る
を
得
。
年
を
限

り
踊
級
せ
し
め
、
捻
越
す
る
を
得
ず
。
今
に
於
い
て
以
て
利
と
篤
す
也
。

と
見
え
、
唐
代
袈
光
庭
の
制
定
し
た
循
資
格
の
延
長
上
に
宋
代
の
制
度
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
運
用
に
つ

285 



286 

い
て
、
北
宋
初
期
の
賓
態
を
見
て
み
る
と
、
建
圏
直
後
の
建
隆
二
年
(
九
六
一
)
五
月
の
『
長
編
』
巻
二
の
記
事
に
は
、

替
制
、
文
武
常
参
官
は
各
々
曹
務
の
閑
劇
を
以
て
月
限
と
信
用
し
、
考
満
つ
れ
ば
即
ち
遷
す
。
上
、
宰
相
に
謂
ひ
て
日
く
、
是
の
ご
と
き
は

循
名
責
貫
の
道
に
あ
ら
ず
。
た
ま
た
ま
監
門
衛
将
軍
貌
仁
糠
等
、
市
征
を
治
め
て
羨
利
有
り
。
己
卯
、
並
に
詔
あ
り
て
秩
を
増
す
。
因
り

て
歳
月
序
遜
之
制
を
罷
む
。

と
あ
る
。

「
奮
制
」
で
は
文
武
常
参
官
の
聞
で
は
任
務
の
繁
閑
で
そ
れ
ぞ
れ
に
月
限
を
定
め
、

そ
の
月
限
を
も
っ
て
決
め
た
一
考
の
期
限
が
過

ぎ
る
と
昇
進
し
て
い
た
も
の
ら
し
い
。
こ
れ
は
前
述
の
「
循
資
格
」
に
よ
る
昇
進
と
類
似
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
至
っ
て
、
太

租
は
そ
の
方
法
が
官
僚
の
名
買
を
頴
揚
す
る
道
で
は
な
い
と
考
え
、
蛍
時
一
商
税
牧
入
の
増
大
に
カ
の
あ
っ
た
親
仁
糠
ら
に
期
日
を
待
た
ず
に
昇

進
を
許
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、

「
歳
月
序
遁
之
制
」
は
罷
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
成
績
に
よ
っ
て
昇
準
が
決
ま
る
い
わ
ば
能
力
主

義
的
な
手
法
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、

『
長
編
』
巻
三
に
見
え
る
翌
年
建
隆
三
年
(
九
六
二
〉
十
月
の
記
事
に
は
、

十
月
葵
巳
、
有
司
新
た
に
制
定
せ
し
循
資
格
・
長
定
格
・
編
敷
格
各
一
巻
を
上
す
。
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と
見
え
、
新
た
な
「
循
資
格
」
が
上
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
能
力
主
義
が
提
唱
さ
れ
る
一
方
で
先
の
循
資
格
に
見
ら
れ
る
年
功
序
列

主
義
が
新
た
に
整
備
さ
れ
て
く
る
と
い
う
矛
盾
し
た
こ
と
が
こ
の
時
期
起
き
つ
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
。

六
回
〉
正
月
の
記
事
を
見
る
と
、

更
に
『
長
編
』
巻
五

乾
徳
二
年
(
九

甲
申
、
上
、
選
人
食
賓
な
る
者
衆
き
を
以
て
、
吏
部
流
内
詮
に
詔
し
四
時
参
選
を
聴
す
。
何
ほ
翰
林
事
土
承
旨
陶
穀
等
に
命
じ
、
本
司
官

と
重
ね
て
循
資
格
及
び
四
時
参
選
候
を
詳
定
せ
し
む
。

と
あ
り
、
太
租
が
、
選
人
の
「
四
時
参
選
」
を
行
う
に
嘗
た
り
、
陶
穀
等
に
命
じ
て
循
資
格
と
、
四
時
参
選
の
候
文
を
評
議
さ
せ
た
事
が
分
か

る
。
こ
れ
は
、
建
隆
三
年
十
月
に
制
定
さ
れ
た
循
責
格
に
更
に
手
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
制
度
が
針
象
と
し
た
の
は
「
四
時

参
選
」
と
の
係
わ
り
か
ら
選
人
ク
ラ
ス
の
官
僚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
更
に
牢
年
後
、
乾
徳
二
年
七
月
庚
寅
の
僚
に

『
長
編
』
巷
五
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中
書
門
下
、
重
ね
て
詳
定
せ
し
翰
林
事
土
承
旨
陶
穀
議
す
る
所
の
少
罪
幕
職
官
参
選
候
件
を
上
す
。

(
下
略
)

と
見
え
、

「
少
ヰ
ア
幕
職
官
参
選
候
件
」
の
内
容
が
知
ら
れ
る
。
こ
の

(

6

)

 

「
僚
件
」
が
貧
施
に
移
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
中
『
大
事
記
講
義
』
巻
二

「
頒
循
資
格
」
に
、

乾
徳
三
〈
二
〉
年
七
月
陶
穀
定
め
し
選
法
を
上
る
。
詔
し
て
之
を
行
は
し
む
。
是
よ
り
詮
法
漸
く
倫
有
り
。

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
績
け
て
、

又
上
、
詮
衡
止
だ
資
歴
に
湿
ら
ば
、
英
俊
或
は
下
僚
に
沈
む
を
慮
り
、
命
じ
て
選
人
の
升
擢
に
堪
ふ
る
者
を
取
り
て
之
を
上
ら
し
む
。

と
見
え
、
呂
中
の
案
語
と
し
て
、

既
に
歳
月
序
濯
法
を
罷
む
。
而
し
て
後
循
資
格
を
頒
ち
、
既
に
陶
穀
に
命
じ
選
法
を
定
め
し
む
。
市
し
て
叉
吏
部
に
命
じ
、
選
人
の
升
擢

に
堪
ふ
る
者
を
取
り
て
之
を
上
ら
し
む
。
誠
に
以
へ
ら
く
資
格
は
固
よ
り
拘
す
可
か
ら
ず
、
亦
鹿
す
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
資
格
を
以
て
人

を
用
ふ
る
は
有
司
之
法
、
不
衣
を
以
て
人
を
用
ふ
る
は
人
主
之
擢
な
り
。
嘗
て
園
初
を
孜
ふ
る
に
有
魚
の
小
官
に
し
て
其
の
望
己
に
卿
相

と
漏
る
に
足
れ
ば
、
其
の
久
し
き
に
至
る
や
亦
た
卒
に
之
と
震
す
。
(
爽
註
〉
園
初
は
不
次
に
人
を
用
う
。
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と
も
見
え
る
。
建
園
蛍
初
に
於
い
て
「
歳
月
序
遜
之
法
」
が
や
め
ら
れ
、
成
績
に
よ
っ
て
昇
進
が
左
右
さ
れ
る
能
力
主
義
が
導
入
さ
れ
た
の
は

先
に
見
た
遁
り
で
あ
る
。
一
方
、
選
人
や
下
級
官
僚
を
封
象
に
徐
々
に
資
格
任
用
の
基
盤
が
固
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
、
皇
帝
の
目
が

届
く
範
圏
で
は
能
力
主
義
が
、
下
級
官
僚
の
世
界
で
は
資
格
に
よ
る
任
用
が
並
存
し
て
機
能
し
て
い
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
後
、
『
長
編
』
巻
一
四

是
の
歳
、
参
知
政
事
直
多
遜
・
知
制
詰
属
蒙
・
張
潅
に
命
じ
、
見
行
の
長
定
循
資
格
及
び
芝
降
制
書
を
以
て
、
違
異
を
考
正
し
、
重
複
を

制
去
し
、
其
の
閥
漏
を
補
ひ
、
参
校
詳
議
し
て
悠
久
に
用
う
べ
き
文
を
取
り
、
長
定
格
三
巻
を
震
る
。
旨
有
り
、
選
数
集
人
取
解
出
身
科

目
を
限
り
、
鐙
司
は
注
擬
・
加
選
・
滅
選
の
肢
を
検
勘
し
、
南
曹
は
用
闘
・
年
滴
・
伎
術
・
考
課
・
春
闘
・
雑
慮
分
を
検
勘
せ
よ
、
と
。

開
質
六
年
(
九
七
三
)
の
僚
に
は
、
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す
。
是
よ
り
錠
綜
盆
々
倫
有
り
。

塗
注
乙
凡
そ
二
十
僚
、
総
べ
て
二
百
八
十
七
事
、
循
資
格
一
巻
、
制
毅
一
巻
、
起
請
篠
一
巻
。
書
成
り
、
之
を
上
り
、
頒
ち
て
永
式
と
潟

(
爽
註
〉
循
資
格
を
重
定
す
る
は
、
貫
録
七
月
己
未
に
在
り
。
今
本
志
に
従
い
こ
れ
を
歳
末
に
繋
く
。

と
見
え
、
前
記
の
循
資
格
が
更
に
訂
正
を
加
え
ら
れ
、

「
永
式
」
と
な
さ
れ
て
い
る
。

太
宗
時
代
に
入
る
と
、
淳
化
四
年
(
九
九
三
)
に
は

資
格
任
用
の
風
潮
が
一
一
層
進
展
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

王
抹
『
十
日
間
開
英
語
謀
録
』
巻
五

に
は
以
下
の
ご
と
く
見
え
る
。

園
初
、
人
才
を
擢
用
す
る
に
資
序
を
聞
は
ず
、

初
め
て
京
官
に
補
せ
ら
る
る
や
便
ち
知
州
に
除
せ
ら
れ
、
或
は
逼
剣
に
差
せ
ら
る
る
有

り
。
既
に
仕
塗
の
細
部
苦
を
知
ら
ず
、
小
官
往
往
に
し
て
其
の
慢
視
に
遭
う
。
叉
た
且
つ
未
だ
民
事
を
歴
せ
ざ
れ
ば
、
民
間
の
疾
苦
を
詰
ぜ

ず
。
淳
化
四
年
十
月
庚
午
、
蘇
易
簡
上
言
す
ら
く
、

得
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
」
と
。
詔
し
て
之
に
従
ふ
。

然
れ
ど
も
惟
だ
之
を
常
調
に
施
す
の
み
。

「
初
め
て
京
官
に
任
ぜ
ら
れ
未
だ
州
豚
を
歴
せ
ず
ん
ば
、
知
州
・
通
剣
に
擬
す
る
を

人
主
の
特
除
の
若
き
は
、
則
ち
又
此
の
例
に
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在
ら
ず
。
:
:
:

す
な
わ
ち
、
建
圏
嘗
初
は
任
用
に
首
た
っ
て
資
序
が
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
京
官
と
な
る
や
直
ち
に
知
州
・
逼
剣
に
任

J

ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
地
方
官
と
し
て
の
経
験
や
苦
第
も
知
ら
ず
、
民
間
の
事
情
に
も
う
と
い
資
質
に
依
け
る
官
僚
が
世
に
出
る
と
い
う
弊
害
が
起
こ

っ
た
も
の
ら
し
い
。
こ
れ
に
封
し
蘇
易
簡
が
、

州
懸
の
貫
務
を
経
験
し
な
け
れ
ば
知
州
通
剣
に
差
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
是
正
策
を
上
言
し
、

淳
化
四
年
十
月
壬
民
の
僚
に
は
、

こ
れ
が
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
な
る
ほ
ど

『
長
編
』
巻
三
四

審
官
院
に
詔
す
ら
く、

「
自
今
京
朝
官
の
未
だ
州
燃
を
歴
せ
ざ
る
者
は
、
知
州
通
剣
に
任
ず
る
を
得
ず
に
と
。
翰
林
事
士
承
旨
蘇
易
筒

の
請
に
従
ふ
也
。

と
見
え
、
こ
の
事
寅
を
裏
づ
け
る
。
た
だ
し
「
こ
れ
を
『
常
調
』
に
貫
施
す
る
の
み
」
と
あ
る
逼
り
皇
帝
に
よ
る
不
時
の
抜
擢
は
あ
り
得
た
の

で
あ
ろ
う
が
、
知
州
ま
で
の
責
序
が
こ
の
開
整
備
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
何
れ
に
せ
よ
、
地
方
官
の
差
遣
に
資
序
の
階
梯
を
設
定

す
る
こ
と
は
地
方
行
政
質
務
の
習
熟
が
促
さ
れ
る
と
い
う
成
果
を
期
待
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。



た
だ
、
こ
の
裏
面
の
寅
情
に
つ
い
て
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。

『
長
編
』
巷
四
四

成
卒
二
年
(
九
九
九
〉
三
月
の
篠

に
は
、

丙
辰
、
度
支
郎
中
安
荘
等
に
命
じ
江
南
南
祈
を
分
詣
し
、
康
粟
を
援
し
犠
民
を
賑
は
し
、
其
の
田
租
を
除
か
し
む
。
荘
使
し
て
還
り
て
言

t工
く

と
。
且
つ
言
ふ
な
ら
く
、

「
朝
廷
命
ず
る
所
の
知

「
池
州
・
輿
圏
軍
に
良
吏
を
得
た
る
も
、
払
肱
は
稽
す
る
に
足
る
者
無
し
。
」

州
・
逼
剣
は
、
率
ね
責
考
を
以
て
授
け
た
れ
ば
、
因
循
像
安
に
し
て
政
術
無
く
、
権
い
で
親
民
を
得
る
者
有
る
に
至
る
。
其
れ
素
よ
り
公

器
を
離
に
し
て
政
績
有
る
者
も
、
偶
ム
ベ
公
坐
に
縁
ら
ば
、
則
ち
瓢
司
せ
ら
る
。
冗
務
・
員
岡
崎
排
ず
る
莫
く
、
偉
倖
滋
深
し
。
自
今
望
む
ら

く
は
其
の
人
を
溢
濯
し
、
資
格
を
以
て
授
く
る
こ
と
勿
く
、
其
政
績
有
る
者
は
恩
瞳
を
加
へ
ら
れ
ん
こ
と
を
。
」
と
。

と
見
え
る
。
こ
こ
で
は
、
先
の
淳
化
四
年
の
上
言
通
り
知
州
・
遁
剣
に
資
格
に
よ
る
任
用
が
導
入
さ
れ
た
事
を
明
ら
か
に
す
る
が
、

そ
の
弊
害

と
し
て
、
任
用
が
安
易
に
流
れ
、
さ
し
た
る
寅
績
も
な
い
の
に
資
格
取
得
に
よ
り
苦
も
な
く
親
民
差
遣
に
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
見
ら
れ

る
に
至
っ
た
こ
と
を
も
指
摘
す
る
。
斐
荘
は
、
先
の
蘇
易
簡
と
は
逆
に
責
格
に
よ
る
任
用
を
や
め
、
賓
績
あ
る
も
の
を
慎
重
に
選
ん
で
任
用
す

べ
き
事
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
主
張
か
ら
は
、
能
力
主
義
へ
の
志
向
が
讃
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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封
照
的
な
二
つ
の
現
象
が
、

ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
蘇
易
簡
が
抱
い
て
い
た
「
資
序
を
問
わ
ず
」
知
州
・
通
剣
に
差
す
こ
と

へ
の
批
剣
は
「
偉
倖
」
に
よ
っ
て
ポ
ス
ト
を
得
る
こ
と
へ
の
批
剣
で
あ
っ
た
。

「
人
主
の
擢
」
た
る
不
次
任
用
は
、

「
有
司
の
法
」
た
る
資
格

任
用
に
比
し
て
「
人
主
」
の
聴
明
か
つ
公
卒
な
官
僚
任
用
観
を
待
っ
て
初
め
て
貫
現
す
る
。
し
か
し
そ
れ
を
全
部
の
官
僚
に
推
し
及
ぼ
す
こ
と

を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

反
面
、
任
期
の
計
算
の
み
で
昇
進
す
る
資
格
任
用
の
仕
組
み
は
、
官
僚
た
ち
に
と
っ
て
「
公
卒
」
な
出
世
の
機
舎
を
約
束
す
る
。
が
、
そ
の

安
易
な
運
用
が
官
僚
自
身
を
襲
質
さ
せ
腐
敗
さ
せ
て
い
く
。
以
後
の
「
資
格
論
」
は
こ
の
二
つ
の
あ
り
方
の
何
れ
を
是
と
す
べ
き
か
、
と
い
う

問
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
、
が
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
蘇
易
筒
・
斐
荘
の
持
論
を
各
々
の
先
駈
と
し
て
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。
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さ
て
、
先
に
見
た
資
格
任
用
の
貫
例
は
そ
の
上
限
と
し
て
知
州
・
遁
剣
に
適
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
三
司
・
轄
運
使
を
含
む
瞳
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系
に
整
備
さ
れ
て
い
く
の
は
い
つ
ご
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
こ
れ
は
個
々
の
官
僚
の
履
歴
を
調
査
す
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
梅
原
郁
氏
の
北
宋
仁
宗
時
代
に
資
格
の
盟
系
と
現
買
の
官
僚
の
差
遣
と
が
ほ
ぼ
整
合
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
に
そ
の
回
答
を
見
い
だ
し
て

お
く
。一

盟
、
循
資
格
の
よ
う
な
手
法
が
貫
施
に
移
さ
れ
る
の
は
如
何
な
る
機
舎
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。

一
つ
に
は
前
述
し
た
よ
う
に
「
人
主

(
皇
脅
)
」
が
主
睦
的
に
官
僚
人
事
に
闘
興
し
得
な
く
な
り
、
主
た
る
人
事
権
が
吏
部
の
手
に
重
心
を
移
し
て
い
く
時
貼
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
こ

れ
は
皐
に
皇
帝
一
の
能
力
如
何
で
は
な
く
、
ポ
ス
ト
数
と
官
僚
数
の
増
加
が
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
資
格
任
用
の
問
題
は
、
宋
代
一
般
に
レ

わ
れ
る
「
冗
官
」

「員
多
閥
少
」
と
い
っ
た
問
題
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
一
章

資
格
任
用
以
前
の
財
政
官
僚

前
述
し
た
よ
う
に
、
問
題
の
「
資
格
」
任
用
が
贋
範
に
施
行
さ
れ
た
の
は
仁
宗
朝
以
後
の
事
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
嘗
時
の

官
僚
人
事
の
動
向
も
こ
の
時
期
を
境
に
二
分
し
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
先
に
も
見
た
通
り
、
資
格
の
階
梯
中
に
は
轄
運
使
・
護
運
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使

・
三
司
副
使

・
三
司
剣
官
と
い
っ
た
重
要
な
財
政
閥
連
の
差
遣
が
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ポ
ス
ト
も
資
格
導
入
の
時
期
を
境
に
し

て
質
態
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
資
格
取
得
の
要
路
と
し
て
の
ポ
ス
ト
と
官
僚
た
ち
。
資
格
任
用
の
寅
施
時
期
を
無
視
し
て
彼
ら
を

「財
政
官
僚
」
と

一
括
し
て
し
ま
う
の
は
些
か
観
暴
で
あ
る
。
先
ず
、

北
宋
初
期
の
代
表
的
財
政
官
僚
で
あ
る
陳
恕
を
例
に
と
っ
て
そ
の
在
り

ょ
う
を
概
観
し
て
み
た
い
。

陳
恕
、
字
は
仲
言
、
洪
州
南
昌
の
人
と
あ
る
。
北
宋
に
仕
え
る
以
前
は
南
唐
の
豚
更
で
あ
っ
た
も
の
が
、
王
明
(
後
に
三
司
監
鍛
使
)
に
見
い

(

7

)

 

だ
さ
れ
太
卒
輿
園
二
年
に
準
土
と
な
っ
た
。
地
方
官
在
職
中
に
膏
吏
の
姦
悪
摘
護
に
才
能
を
護
揮
し
、
同
剣
三
司
勾
院
、
度
支
判
官
を
経
て
知

大
名
府
に
出
で
、
同
地
の
城
陸
改
修
工
事
に
錬
腕
を
ふ
る
う
。
再
び
中
央
に
戻
り
、
三
司
戸
部
副
使
と
な
る
。
ま
た
外
任
に
轄
じ
河
北
東
路
管

田
制
置
使
、
知
代
州
等
か
ら
三
司
盟
鍛
使
に
昇
格
し
た
。
こ
の
時
太
宗
は
彼
の
「
心
計
」
あ
る
を
喜
び
、
自
ら
殿
柱
に
「
員
盟
鍛
陳
恕
」
と
記



し
た
と
さ
れ
る
。

彼
の
功
績
は
主
と
し
て
北
宋
前
期
財
政
の
基
調
を
形
成
す
る
三
司
機
構
の
整
備
と
財
政
政
策
の
確
立
に
あ
っ
た
。
そ
の
政
策
は
長
く
「
奮

貫
」
と
し
て
三
司
使
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
半
ば
俸
読
化
し
た
名
三
司
使
と
し
て
の
陳
恕
を
、
後
代
の
人
は
ど
の
様
に
評
慣
し
て
い
た
ろ
う
か
。

司
馬
光
は
「
論
財
利
疏
」

(

8

)

 

の
中
で
こ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

先
朝
の
陳
恕
三
司
を
領
す
る
こ
と
十
絵
年
、
今
に
至
る
ま
で
、
能
く
財
賦
を
治
め
し
者
は
恕
を
以
て
首
と
信
用
す
と
稽
せ
ら
る
。
量
に
恕
の

材
相
官
濁
り
人
に
異
な
ら
ん
哉
。
蓋
し
久
し
く
其
の
職
に
従
事
す
る
を
得
し
故
也
。

陳
恕
が
十
数
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
三
司
を
統
轄
し
、
そ
の
名
撃
を
今
に
停
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
別
に
彼
の
才
能
が
人
並
は

ず
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
ポ
ス
ト
に
長
く
留
ま
る
こ
と
が
出
来
た
か
ら
可
能
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
司
馬
光
は
述
べ
る
。
こ

れ
は
陳
恕
の
人
物
評
債
と
い
う
よ
り
は
、
財
政
を
あ
っ
か
う
専
門
職
の
あ
り
方
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
彼
は
こ
う
も
言
う
。

副
使
剣
官
に
至
る
ま
で
、
其
の
事
に
堪
ふ
る
者
も
亦
未
だ
し
ば
し
ば
は
易
え
ざ
る
也
。
是
を
以
て
先

一一帝
屡
々
大
嘩
を
行
い
、
東
封
西
問
、
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康
く
宮
観
を
修
め
、
而
し
て
財
用
徐
有
る
者
、
人
を
用
ふ
る
や
専
に
し
て
之
に
任
ず
る
や
久
し
き
故
也
。

こ
の
中
で
、
司
馬
光
は
三
司
副
使
・
剣
官
が
職
掌
を
移
動
せ
ず
三
司
の
中
で
じ
っ
く
り
と
財
政
に
取
り
組
み
得
た
「
先
朝
」
の
あ
り
方
を
理
想

と
し
て
提
示
す
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
専
」

と
改
革
案
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
述
す
る
。
〉

「
久
」
と
い
う
言
葉
に
全
て
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
以
下
、
嘗
時
の
賞
朕

こ
の
史
料
中
、

「先
一帝屡
行
大
躍
、
東
封
西
紀
、
康
修
宮
貌
」
と
見
え
る
が

」
れ
は
員
宗
皇
一
一
帝
が
行
っ
た
封
繭
を
は
じ
め
と
す
る

一
連
の

祭
把

・
宮
親
建
築
事
業
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
事
業
の
政
治
的

・
経
済
的
背
景
に
は
後
に
姦
人
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
丁
謂
ら
の
一
黛
が
存

在
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
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な
ぜ
か
司
馬
光
は
三
司
に
勢
力
を
張
っ
た
丁
謂
の
グ
ル
ー
プ
に
は
一
言
も
燭
れ
て
い
な
い
。

(

9

)

 

と
す
れ
ば
、
財
政
官
僚
と
し
て
の
丁
謂
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
、
司
馬
光
に
代
わ
っ
て
言
及
し
て
お
く
の
も
あ
な
が
ち
無
意
味
と
は
言
え
ま
い
。
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丁
調
・
林
特
を
中
心
と
す
る
茶
法
改
革
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
は
、
佐
伯
富
氏
の
諸
研
究
を
参
照
し
て
頂
け
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
「
丁
調
議
」
人
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
と
貫
績
を
追
う
こ
と
に
よ
り
、
員
宗
朝
期
ま
で
の
財
政
官
僚
像
を
描
出
す
る
事
に
専
念
し
た
い
。

「
丁
謂
簸
」
人
と
一
括
す
る
が
、
本
稿
で
は
景
徳
二
年
(
一

O
O五
〉
に
開
始
さ
れ
た
茶
法
改
革
に
参
重
し
た
丁
謂
・
林
特
・
李
薄
・
劉
承
珪

に
的
を
絞
っ
て
考
察
の
劉
象
と
す
る
。

茶
法
改
革
と
言
っ
て
も
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
茶
法
皐
濁
の
制
度
的
改
革
に
は
と
ど
ま
り
得
な
い
。
茶
・
盟
と
い
っ
た
専
責
法
の
改
革
の

背
後
に
は
必
ず
西
北
遣
の
軍
糧
入
中
問
題
が
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
物
資
は
多
く
軍
糧
の
代
償
と
し
て
一
商
人
へ
支
給
さ
れ
る
た
め
、
戦
略
物
資
的

債
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
「
丁
調
黛
」
人
の
経
歴
を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
が
そ
の
事
情
に
、
通
じ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

丁
謂
や
林
特
は
四
川
・
険
西
・
河
北
と
い
う
謹
境
に
あ
っ
て
軍
糧
調
達
の
質
務
経
験
が
あ
り
、
現
場
で
の
危
機
感
を
直
接
に
認
識

し
得
る
位
置
に
あ
っ
た
。
ま
た
李
薄
・
劉
承
珪
に
あ
っ
て
は
各
々
三
司
の
小
吏
出
身
で
あ
っ
た
り
、
内
藤
庫
設
置
以
来
三
十
年
聞
の
管
理
者
で

(

孔

〉

あ
っ
た
り
と
い
っ
た
、
銭
穀
運
用
の
経
験
と
習
熟
を
等
し
く
経
た
存
在
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
財
政
の
専
門
家
集
圏
が
い
か
な
る
ポ
ス
ト
を
占
め
て
改
革
に
従
事
し
た
か
を
見
て
み
よ
う
(
附
表
参
照
)
。

例
え
ば
、
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丁
謂
は
擢
三
司
使
、
林
特
は
三
司
盟
織
副
使
、
劉
承
珪
が
提
奉
在
京
諸
司
庫
務
、
李
薄
が
制
置
護
運
副
使
と
な

る
。
林
特
は
三
司
使
に
昇
進
し
、
十
年
間
三
司
で
茶
法
の
運
用
に
嘗
た
る
。
こ
の
間
二
度
に
わ
た
り
「
舎
計
録
」
を
上
呈
し
自
ら
の
財
政
運
用

景
徳
二
年
の
段
階
に
於
て
、

の
成
功
を
誇
示
し
て
い
る
。

る
ま
で
、
十
年
以
上
に
わ
た
っ
て
護
運
使
の
地
位
に
い
た
。
護
運
使
の
任
務
は
東
南
六
路
が
産
す
る
財
貨
を
都
に
運
迭
し
且
つ
茶
盟
銭
貨
の
利

(

ロ

)

を
統
制
す
る
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
こ
こ
で
六

O
O高
石
と
い
う
江
南
か
ら
の
漕
運
米
の
年
間
定
額
を
は
じ
き
出
す
功
績
を
上
げ
て
い
る
。
こ
の

李
薄
の
場
合
、

丁
謂
の
閥
心
事
が
遁
観
の
経
営
に
移
っ
た
天
稽
元
年
(
一

O
一
七
)
に
弾
劾
を
受
け
て
罷
克
さ
れ

一
つ
の
政
策
集
圏
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
何
ら
か
の
施
策
を
貫
施
し
得
る
た
め
に
は
、
あ
る
特
定
の
差
遣
を
一
定
期
間
濁
占
す
る
こ

と
が
必
要
篠
件
と
な
っ
て
く
る
。
と
り
わ
け
専
門
的
な
知
識
と
習
熟
を
必
要
と
す
る
財
政
政
策
の
運
用
に
於
い
て
は
こ
の
篠
件
が
必
須
と
な
っ

て
こ
よ
う
。
前
述
し
た
三
司
使
陳
恕
の
例
で
は
彼
一
個
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
政
策
集
固
と
し
て
「
丁
謂
黛
」
を
見
た
場

よ
う
に
、
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「了謁篤」人の昇進

年 銃 (西暦) I事 項 |丁 謂|林 特 |劉承珪|李 薄

景徳二年 (1005) 茶法改革開始 権三司使 三副使司盛銭 諸提奉司在庫京務
~運副使

景徳、三年 (1005)
額江景6南徳00曾漕高運計石録米に上の歳呈

景徳四年 (1007) 震淫使

大中群符五年 (1012) 参知政事 権三司使

大中群符六年 (1013) 残

大中i祥符八年 (1015) 玉宮清副使昭藤

大中群符九年 (1016) 禽計録上呈(林 度舎卒使江震主観享使節
夜遅使|

特〉

天藤元年 (1017) 強劾さる

天穏四年 (1020) 卒章事

乾輿元年 (1022) 「了謂君主」失脚 製司庫 落 職

附表

合
、
彼
ら
が
長
期
聞
に
わ
た
っ
て
財
政
関
係
の
差
遣
を
濁
占
し
績
け
た
の
は

営
然
で
あ
っ
た
。

彼
ら
が
姦
人
の
黛
と
し
て
排
斥
を
受
け
る
の
は
乾
輿
元
年
七
月
壬
申
の
こ

と
で
あ
る
が
、

『
長
編
』
巻
九
九
に
は
、

林

特

(
玉
清
昭
態
宮
副
使
↓
落
職
錫

班〉

・
粗
土
衡
〈
陸
部
郎
中
知
制
詰
↓
落
職
知
吉
州
〉

・
章
頻
(
侍
御
史
知
宣
州
↓
比

部
員
外
郎
監
鏡
州
酒
税
〉
・
蘇
維
甫
ハ
准
南
江
市
川
荊
湖
制
置
護
運
使
↓
知
宣
州
〉

・
糞

宗
旦

(権
戸
部
剣
官
↓
知
友
州
)
・
孫
元
方
(
権
塑
餓
剣
官
↓
知
宿
州
〉

・
周
嘉
正

(
櫨
鹿
嶋
醐
剣
官
↓
知
金
州
)
・
上
官
悩
〈
戸
部
剣
官
↓
知
管
州
)
・
李
直
方
〈
権
磨
勘

司
↓
知
泌
州
〉
と
見
え
、

「
み
な
丁
謂
黛
に
坐
す
。
」
と
締
め
く
く
る
。

こ
の

- 95ー

よ
う
に
、
先
に
奉
げ
た
人
物
の
他
に
三
司
剣
官
以
下
の
中
に
も
多
く
の

「丁

謂
黛
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

丁
謂
の
櫨
力
基
盤
が
嘗
時
の

三
司
の
上
に
有
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
既
に
見

た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
三
司
官
僚
の
任
用
に
は

「責
格
」
を
基
準
と
す
る

任
用
の
制
限
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
「
事
件
」
以
後
三
司

に
於
け
る
官
吏
登
用
の
質
際
は
ど
の
よ
う
に
饗
化
し
て
い
っ
た
か
を
次
章
で

考
察
し
て
み
た
い
。第

三
一
章

仁
宗
朝
以
降
の
財
政
官
僚

官
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
仁
宗
朝
に
入
り
資
格
任
用
に
よ
る
人
事
が
確
立
し
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て
き
た
こ
と
は
、
個
々
の
官
僚
の
経
歴
を
追
跡
す
る
こ
と
に
よ
り
明
か
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
三
司
と
い
う
財
政
官
醸
の
差
遣
が
資
格
任
用
の

瞳
系
に
取
り
込
ま
れ
て
行
く
過
程
に
は
、
先
に
見
た
通
り
丁
謂
窯
が
三
司
を
中
心
に
勢
力
を
保
持
し
た
こ
と
へ
の
反
省
が
多
少
な
り
と
も
影
を

落
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
一
議
を
形
成
す
る
ほ
ど
長
期
間
特
定
の
差
遣
に
止
め
な
い
と
い
う
方
針
が
出
さ
れ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
は

一
定
の
習
熟
を
要
求
さ
れ
る
財
政
官
僚
に
と
っ
て
、
極
め
て
巌
し
い
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

何
れ
に
せ
よ
、
こ
の
時
期
の
三
司
使
・
副
使
の
任
期
は
短
い
、
長
く
て
三
年
、
短
け
れ
ば
数
カ
月
で
再
任
し
て
い
く
。
こ
の
傾
向
が
三
司
全

髄
に
及
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
、
大
嬰
な
混
観
が
起
き
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
財
政
質
務
の
習
熟
と
、
擢
力
集
中
の
回
避

の
何
れ
を
重
視
す
べ
き
か
。
こ
の
時
期

「
久
任
」
と
い
う
形
で
提
起
さ
れ
た
も
の
に
解
決
策
を
模
索
す
る
様
子
が
伺
え
る
。

『
宋
舎
要
』
職
官
六

O
l一一
O

仁
宗
慶
暦
七
年
(
一

O
四
七
〉
八
月
十
二
日
、
詔
す
ら
く
、
准
南
護
運
副
使
許
元
は
久
任
せ
し
む
。

久
任
官
の
項
に
は

江
准
の
歳
漕
給
せ
ず
、
京
師
軍
儲
に
乏
し
。

と
。
辛
未
、
元
を
江
准
商
漸
荊
湖
制
置
護
運
剣
官
に
擢
す
。
元
日
く
、

大
臣
以
て
憂
と
魚
す
。

橿
密
副
使
活
仲
滝
言
ふ

「
園
子
博
士
許
元
濁
り
僑
耕
す
ベ
し
。
」
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と
あ
る
。
許
元
は
『
長
編
』
巻
一
四

慶
暦
三
年
五
月
の
僚
に
よ
る
と
、

「
六
路
七
十
二
州
の
粟
を
以
て
京
師
を
足
ら
す
能
は
ざ
る
は
、
五
日

信
ぜ
ざ
る
也
。
」
と
。

至
ら
ば
則
ち
江
に
瀕
せ
る
州
牒
に
命
じ
三
月
の
糧
を
留
め
、

能
は
悉
く
こ
れ
を
裂
す
e

遠
近
次
を
以
て
相
補
ひ

千
絵
般
を
引
き
轄
漕
し
て
西
す
。
未
だ
幾
く
な
ら
ず
し
て
、
京
師
食
を
足
ら
す
。
元
は
宣
城
の
人
也
。

と
あ
り
、

そ
の
財
政
手
腕
を
沼
仲
湾
に
買
わ
れ
て
護
運
剣
官
と
な
っ
た
者
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。
彼
は
そ
の
功
績
に
よ
り
護
運
副
使
、
護
運
使

皇
祐
二
年
一
一
月
壬
辰
の
篠
に
は
彼
に
準
土
出
身
を
賜
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
記
事
に
績

『
長
編
』
巻
一
六
九

と
昇
進
を
積
け
て
行
く
が

け
て
、
以
下
の
記
事
が
見
え
る
。

上
嘗
て
執
政
に
調
ひ
て
日
く
、
「
護
運
使
は
六
路
八
十
八
州
軍
の
贋
き
を
紹
領
す
。
そ
の
財
貨
調
用
幣
自
巾
鎮
穀
粟
歳
ご
と
に
千
百
菌
、
宜

し
く
其
の
人
を
得
て
之
を
久
任
せ
し
む
べ
し
。
今
許
元
紫
り
に
上
-
章
し
て
解
を
求
む
。
脹
こ
れ
を
思
ふ
に
、
奨
働
し
て
以
て
其
の
才
を
壷



さ
し
む
る
に
し
か
ず
。
」
と
。
故
に
特
に
こ
の
賜
あ
り
。

こ
の
時
期
、
許
元
の
と
か
く
の
汚
行
に
劃
す
る
非
難
が
高
ま
っ
て
い
た
が
、
仁
宗
は
彼
の
財
政
に
お
け
る
力
量
を
考
え
慰
留
を
闘
っ
た
と
思

(

臼

〉

わ
れ
る
。

仁
宗
の
こ
の
許
元
「
久
任
」
に
つ
い
て
南
宋
の
洪
遣
は

『
盤
洲
文
集
』
巻
六
十
四
「
仁
宗
皇
一
一
帝
久
任
許
元
」
の
中
で
こ
う
言
っ
て
い
る
。

臣
聞
く
な
ら
く
、
漢
の
倉
氏
庚
氏
吏
と
震
る
も
の
長
子
孫
に
至
る
。
唐
劉
長
を
用
い
盟
鍛
諸
使
を
領
せ
し
め
、
二
十
徐
歳
を
歴
す
。
仁
宗

皇
帝
の
許
元
を
久
任
す
る
は
、
質
に
漢
唐
と
同
符
す
。
市
し
て
第
を
賜
ひ
職
に
除
す
る
は
、
奨
勤
の
道
又
前
代
に
過
ぐ
る
所
以
な
り
e

蓋

し
中
外
百
官
一
職
に
粒
み
一
事
を
掌
し
、
旬
月
の
問
、
或
は
遜
し
或
は
徒
る
も
猶
こ
れ
を
可
と
す
る
也
。
惟
だ
、
財
計
の
臣
の
み
、
其
の

官
を
久
し
く
す
る
に
非
ざ
れ
ば
、
則
ち
首
尾
源
流
を
知
る
能
は
ず

P

若
し
其
の
坐
を
し
て
席
を
暖
め
ざ
ら
し
め
ば
、
研
桑
の
心
計
有
る
と

い
へ
ど
も
ま
た
安
ん
ぞ
よ
く
利
を
輿
し
害
を
去
り
て
銭
流
粟
腐
の
殺
を
致
さ
ん
や
。
皇
枯
の
聖
政
員
に
後
世
の
法
た
る
べ
し
。
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彼
は
、
他
の
官
と
は
匿
別
し
て

「財
計
の
臣
」
の
長
期
に
わ
た
る
留
任
を
是
認
す
る
。
そ
の
理
由
は
や
は
り
財
政
と
い
う
特
殊
な
業
務
の
習
熟

に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
仁
宗
が
許
元
の
特
異
な
才
能
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
後
代
洪
遣
に
よ
っ
て
稽
揚
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
、
そ
れ

だ
け
に
「
久
任
」
と
い
う
手
法
が
念
場
を
し
の
ぐ
震
の
調
縫
策
で
あ
る
感
は
拭
い
き
れ
な
い
。

こ
こ
で
第
二
章
で
見
た
司
馬
光
の
「
論
財
利
疏
」
を
再
び
援
用
し
つ
つ
嘗
時
の
任
用
貫
態
を
観
察
し
て
み
た
い
。

夫
れ
民
力
を
寛
値
す
る
は
人
を
擢
ぶ
に
在
り
て
法
を
立
つ
る
に
は
在
ら
ず
。
若
し
守
令
人
を
得
れ
ば
、
則
ち
民
力
寛
ぐ
る
こ
と
母
か
ら
ん

と
欲
す
る
と
難
も
其
れ
得
ベ
け
ん
や
。
守
令
其
の
人
に
非
ず
ん
ば
市
ち
徒
に
苛
法
を
立
て
た
だ
に
人
を
擾
す
る
所
以
な
る
の
み
。
此
の
官

を
置
き
て
よ
り
以
来
、
今
に
於
い
て
緊
年
臣
こ
れ
を
民
聞
に
訪
ぬ
る
に
、
未
だ
に
其
の
困
弊
い
さ
さ
か
前
よ
り
疹
ゆ
る
を
聞
か
ざ
る
也
。

然
ら
ば
則
ち
今
の
術
を
篤
す
に
奈
何
。
日
く
「
材
に
陪
ひ
人
を
用
ひ
て
之
を
久
任
す
る
に
在
り
。
其
の
本
原
を
養
ひ
て
徐
に
之
を
取
る
に

在
り
。
浮
冗
を
減
損
し
て
之
を
省
用
す
る
に
在
り
」
と
。
何
ぞ
「
材
に
障
ひ
人
を
用
ひ
て
之
を
久
任
す
る
に
在
り
」
と
謂
ふ
や
。
夫
れ
人

の
材
性
は
お
の
お
の
宜
し
き
所
有
り
。
周
孔
の
材
と
離
も
循
く
人
の
魚
す
所
と
震
る
能
は
ず
。
況
や
其
の
下
に
お
い
て
を
や
。
国
よ
り
嘗
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に
其
の
長
ず
る
所
に
就
き
て
之
を
用
ふ
ベ
し
。
今
、
朝
廷
の
人
を
用
ふ
る
は
則
ち
然
ら
ず
c

其
の
出
身
資
紋
の
何
如
を
顧
み
る
の
み
。
復

た
其
の
材
の
堪
ふ
る
所
を
聞
は
ざ
る
也
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:

こ
こ
で
司
馬
光
は

「材
(
資
質
)
に
従
ひ
人
を
用
ひ
久
任
す
る
」
こ
と
が
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
と
す
る
。

カl

や
園
時
の
任
用
は
単
に
出

身
資
絞
の
み
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
様
々
な
弊
害
が
生
じ
て
い
る
と
言
う
。
官
僚
個
々
の
適
性
を
無
視
し
た
任
用
法
が

営
時
は
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

つ
い
で
彼
は
本
題
と
も
言
う
べ
き
財
計
の
臣
を
任
用
す
る
に
嘗
た
っ
て
の
改
善
策
を
建
議
す
る
。

故
に
財
用
の
匿
し
き
所
以
の
者
は
朝
廷
の
鏡
穀
に
専
暁
せ
る
の
人
を
揮
び
て
之
と
痛
さ
ざ
る
に
由
る
故
な
り
。
園
初
三
司
使
或
い
は
諸
街

将
軍
諸
司
使
を
以
て
之
と
帰
す
e

剣
官
は
則
ち
朝
士
の
銭
穀
に
瞬
き
者
は
皆
之
と
篤
す
を
得
、
必
ず
し
も
文
辞
の
士
を
用
ひ
ざ
る
な
り
。

先
朝
数
路
を
以
て
人
を
用
ひ
、
文
僻
の
土
は
之
を
館
閣
に
買
き
、
銭
穀
に
噴
き
者
は
三
司
判
官
と
篤
し
、
刑
獄
に
瞬
き
者
は
開
封
府
推
剣
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官
と
粛
す
。
三
者
職
業
同
じ
か
ら
ず
、
趣
舎
お
の
お
の
異
な
り
相
い
捗
る
こ
と
莫
き
也
。
然
る
後
、
人
主
時
を
以
て
引
劃
訪
問
し
て
以
て

之
を
察
し
、
使
令
し
て
以
て
之
を
試
し
、
積
久
し
て
以
て
之
を
親
、
其
の
員
偶
を
悪
し
、
其
の
賦
否
を
排
じ
、
其
の
功
放
を
考
し
、

然
る

後
之
を
進
め
之
を
退
く
。

る。
彼
の
提
起
は
極
め
て
直
裁
で
あ
る
。
昨
今
財
政
が
逼
迫
し
て
い
る
の
は
朝
廷
が
財
政
に
通
じ
た
人
物
を
登
用
し
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
断
じ

「先
朝
(
岡
県
宗
靭
)
」
の
任
用
法
は
文
酔

・
銭
穀
・
刑
獄
の
各
々
に
明
る
い
人
物
を
そ
の
得
意
と
す
る
分
野
に
配
置
し
、
能
力
を
護
揮
さ
せ

た
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
陳
恕
や
丁
謂
議
の
例
を
訪
椀
と
さ
せ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
と
司
馬
光
の
批
判
は
績
く
。

近
歳
、
三
司
使

・
副
使
・
剣
官
大
率
多
く
文
辞
の
土
を
用
ひ
て
之
と
震
し
、
以
て
準
用
の
責
塗
と
局
し
て
復
た
其
の
銭
穀
に
習
ふ
と
習
は

ざ
る
と
を
聞
は
ざ
る
な
り
。
彼
の
文
僻
の
土
に
し
て
銭
穀
を
習
ふ
者
固
よ
り
之
有
り
。

然
れ
ど
も
専
ら
に
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
な
り
。
是

に
於
け
る
や
簿
昔
一
戸
を
以
て
煩
と
篤
し
て
省
み
ず
、
銭
穀
を
以
て
部
と
震
し
て
聞
は
ざ
る
者
有
り
。
叉
官
に
居
る
者
出
入
遜
徒
郵
舎
の
如
き

有
り
。
或
い
は
未
だ
量
く
は
吏
人
の
面
を
識
り
、
職
業
の
主
と
す
る
所
を
知
る
能
は
ず
し
て
巳
に
捨
て
去
る
。
臣
頃
度
支
勾
院
に
剣
た
り



て
甫
め
て
二
年
な
る
の
み
。
上
は
三
司
使
よ
り
下
は
検
法
官
に
至
る
ま
で
改
易
み
な
備
し
。
甚
だ
し
き
は
或
い
は
数
人
を
更
歴
す
。
格
動

の
人
夙
夜
心
を
牽
く
し
以
て
其
の
職
を
治
む
と
難
も
、
人
情
や
や
遁
じ
綱
紀
ほ
ぼ
立
た
ば
則
ち
之
を
捨
て
て
去
る
。
後
来
た
る
者
意
見
各

各
殊
な
ら
ば
、
則
ち
田
郷
の
鴬
す
所
一
に
皆
麿
壊
す
。
況
や
怠
惰
の
人
因
循
有
且
に
惟
だ
便
身
を
思
ひ
て
公
家
を
顧
み
ざ
る
者
を
や
。
此
の

如
く
に
し
て
太
倉
に
紅
腐
の
粟
有
り
、
水
衡
に
貫
朽
の
銭
有
る
を
望
む
も
、
臣
未
だ
其
の
期
を
知
ら
ざ
る
な
り
。

近
年
は
、
三
司
使
・
副
使

・
剣
官
と
い
っ
た
本
来
財
政
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
が
就
く
べ
き
差
遣
に
、
文
辞
の
土
が
出
世
の
資
格
稼
ぎ
に
配
属
さ

れ
て
来
る
。
中
に
は
銭
穀
の
事
を
馬
鹿
に
し
て
顧
み
な
い
者
も
見
ら
れ
る
と
言
う
。
彼
ら
文
僻
の
土
が
こ
れ
ら
の
差
遣
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
様

さ
な
が
ら
宿
騨
の
慌
た
だ
し
さ
を
想
い
描
け
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
こ
れ
で
は
財
政
の
知
識
に
通
暁
す
る
以
前
に
吏
人
の
面

子
は
、

瞳
を
憶
え
る
暇
す
ら
無
い
で
あ
ろ
う
。

財
政
差
遣
を
官
吏
の
出
世
コ

l
ス
に
位
置
づ
け
る
試
み
は
、
確
か
に
高
級
官
僚
の
財
政
責
務
に
劃
す
る
理
解
を
醸
成
す
る
に
は
役
立
つ
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
政
策
の
理
念
と
寅
態
は
往
々
に
一
致
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ハ
ー
ト
ウ
ェ
ル
氏
が
指
摘
し
た
財
政
官
僚
の
職
階
制
は
充
分
に
機

能
し
て
い
た
と
は
言
え
ず
、
逆
に
大
き
な
依
陥
を
露
呈
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

- 99ー

司
馬
光
は
財
政
不
振
の
原
因
を
こ
の
官
吏
任
用
法
の
不
備
に
求
め
、
打
開
策
を
提
示
す
る
。

臣
愚
以
爵
ら
く
朝
廷
は
宜
し
く
朝
士
の
銭
穀
に
瞬
錬
な
る
者
を
精
選
す
ベ
し
。
其
の
始
め
て
進
む
所
以
を
聞
は
ず
、
或
い
は
進
士
、
或
い

は
諸
科
、
或
い
は
門
蔭
、
先
ず
之
を
し
て
銭
穀
の
小
事
を
治
め
し
め
、
功
有
ら
ば
則
ち
之
を
し
て
権
護
蓮
三
司
剣
官
事
た
ら
し
め
、
三
年

に
及
ん
で
之
を
察
し
、
貫
数
願
著
な
る
者
は
然
る
後
に
権
三
司
剣
官
事
を
得
、
又
三
年
更
に
質
数
有
ら
ば
然
る
後
に
正
三
司
剣
官
と
篤
す

を
得
。
其
れ
寅
数
無
き
者
は
皆
常
調
に
退
掃
し
、
復
た
牧
用
す
る
こ
と
な
か
れ
。
其
れ
諸
路
轄
運
使
は
復
た
路
分
を
以
て
相
匪
せ
ず
、
之

を
し
て
其
の
任
に
久
し
か
ら
し
め
貫
数
有
る
者
は
或
い
は
擢
よ
り
正
と
矯
し
、
轄
運
副
使
よ
り
轄
運
使
と
篤
す
。
貫
教
無
き
者
は
皆
常
調

に
退
掃
し
、
復
た
牧
用
す
る
こ
と
な
か
れ
。
三
司
副
使
闘
す
る
毎
に
則
ち
三
司
剣
官
及
び
諸
路
轄
運
使
の
功
数
尤
も
著
し
き
者
を
選
び
て

以
て
之
に
補
す
。
三
司
使
関
せ
ば
亦
副
使
よ
り
選
び
て
以
て
之
に
補
す
。
三
司
使
は
其
の
任
に
久
し
か
ら
し
め
、
能
く
用
度
を
し
て
畳
街
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な
ら
し
め
公
私
富
貴
な
る
も
の
は
其
の
秩
を
増
す
こ
と
雨
府
と
同
じ
か
ら
し
め
其
の
職
を
改
む
る
こ
と
な
か
れ
。
此
の
如
く
ん
ば
則
ち
異

日
財
用
の
盟
耗
己
を
離
れ
ず
之
を
古
人
に
譲
す
る
を
得
ず
。
必
ず
努
め
て
、永
久
の
規
と
魚
さ
ん
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
資
格
用
人
法
の
重
要
な
骨
格
を
形
成
し
て
い
た
財
政
闘
連
の
差
遣
を
、
本
来
の
財
政
官
僚
の
手
に
取
り
戻

す
と
い
う
改
革
で
あ
る
。
財
政
官
僚
は
財
政
の
畑
で
専
念
さ
せ
、

財
政
の
差
遁
の
み
を
昇
進
さ
せ
る
と
い
う
考
え
は
先
の
「
久
任
」
の
設
想
に

近
い
。さ

て
、
果
た
し
て
こ
の
改
革
は
寅
殺
を
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
後
、

『
長
編
』
巻
二
O
三

治
卒
元
年
十
二
月
丁
巳
の
僚
に
、

都
官
員
外
郎
三
司
修
造
案
勾
嘗
公
事
張
徽
は
権
設
遣
戸
部
判
官
た
ら
し
む
。
都
官
員
外
郎
知
東
明
鯨
皮
公
弼
は
擢
護
遣
度
支
剣
官
た
ら
し

む

と
い
う
人
事
の
震
令
の
記
事
が
見
え
る
が
、
こ
れ
に
績
け
て
、

近
歳
、
三
司
官
次
を
以
て
遁
し
て
任
久
な
ら
ず
。
九
そ
天
下
財
利
の
盈
虚
出
入
は
能
者
こ
れ
に
居
る
と
雄
も
未
だ
本
末
を
究
む
る
に
及
ば

ず
し
て
己
に
次
を
用
っ
て
他
職
に
遜
す
。
故
に
相
習
い
て
養
資
の
偲
途
を
以
て
読
と
震
し
其
の
職
を
事
と
せ
ず
。
是
に
至
り
て
中
書
奏
し

て
請
う
ら
く
は
其
の
尤
も
繁
要
な
る
者
五
員
を
揮
び
、
資
浅
き
人
を
用
ひ
て
久
任
せ
し
め
、
其
の
徐
は
諸
路
轄
運
使

・
提
酷
刑
獄
を
待
す

る
を
以
て
出
入
の
資
と
掃
さ
ん
。
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と
見
え
、
後
に
細
か
な
昇
進
の
規
則
を
記
す
。

」
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

資
格
の
浅
い
官
僚
を
早
く
か
ら
三
司
の
賓
務
に
つ
か
せ
、

「櫨
接
選
」
の
附
い
た
職
名
を
興
え
る
。

そ
こ
で
何
年
か
の
質
務
を

「久
任
」

さ
せ
、

初
め
て
三
司
剣
官
の
職
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、

『
職
官
分
紀
』
巻
一
一
一
一
「
三
司
」
の
項
に
は

(
治
卒
〉
四
年
八
月
、
三
司
に
詔
し
て
、
擢
護
遁
官
五
員
を
久
任
せ
し
め
知
州
の
人
内
よ
り
逼
濯
す
る
を
許
す
。
如
し
己
に
知
州
を
経
し

人
は
任
に
至
り
て
二
年
に
及
ぶ
を
候
ち
即
ち
再
任
せ
し
め
提
刑
責
序
を
理
む
る
を
興
す
。

と
見
え
、
こ
の
「
擁
護
遣
」
久
任
が
質
施
に
移
さ
れ
た
事
が
判
る
。
だ
が
、
こ
の
施
策
は
資
格
に
よ
る
序
遜
を
全
否
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、



資
序
の
瞳
系
を
色
濃
く
引
き
ず
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
資
序
の
瞳
系
を
専
門
職
の
系
列
別
に
再
編
し
よ
う
と
す
る
性
格
の
も
の
と
言

え
よ
う
。

こ
の
試
み
も
紳
宗
代
に
入
る
と
、

王
安
石
に
よ
る
新
法
改
革
と
い
う
大
き
な
う
ね
り
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
行
く
。
照
寧
二
年
に
は
制
置
三

司
篠
例
司
が
置
か
れ
、
三
司
の
職
掌
・
権
力
は
分
散
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
時
、

王
安
石
が
人
材
登
用
に
於
い
て
資
格
を
ど
の
様
に
扱
つ

た
か
を
簡
単
に
述
べ
て
お
き
た
い
。

こ
の
改
革
を
貫
く
た
め
に
守
奮
涯
を
塵
倒
す
る
人
的
配
置
を
必
要
と
し
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
彼
ら
改
革
涯
が
政
治
の
中
植
に
進
出

す
る
た
め
に
は
や
は
り
資
格
に
よ
る
序
遁
が
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
王
安
石
の
政
治
理
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
寓
言
の
書
」
と

(

H

)

 

い
う
も
の
が
あ
る
が
そ
の
一
節
に
彼
の
用
人
観
を
見
る
事
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、

方
今
之
を
取
る
に
既
に
其
の
道
を
以
て
せ
ず
、
人
を
任
ず
る
に
至
り
て
は
叉
其
の
徳
の
宜
き
所
を
聞
は
ず
し
て
其
の
出
身
の
後
先
を
問

ひ
、
其
の
才
の
稽
否
を
論
ぜ
ず
し
て
其
の
歴
任
の
多
少
を
論
ず
。
文
撃
を
以
て
進
む
者
は
且
く
之
を
し
て
財
を
治
め
し
む
。
己
に
之
を
し

て
財
を
治
め
し
む
る
や
叉
轄
じ
て
之
を
し
て
獄
を
典
ら
し
む
。
己
に
之
を
し
て
獄
を
典
ら
し
む
る
や
又
轄
じ
て
之
を
し
て
躍
を
治
め
し
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む

(
下
略
)

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
先
に
奉
げ
た
司
馬
光
の
「
論
財
利
疏
」
の
そ
れ
と
甚
だ
近
い
も
の
が
あ
る
。
適
材
を
適
所
に
配
置
す
る
こ

と
を
怠
り
、

「
歴
任
の
多
少
」
に
拘
泥
す
る
事
へ
の
批
判
が
そ
れ
で
あ
る
。
更
に
王
安
石
は
こ
う
述
べ
る
。

朝
廷
の
任
使
す
る
所
、
其
の
資
序
に
あ
ら
ざ
る
を
見
れ
ば
則
ち
相
い
議
し
て
之
を
剖
る
。
任
使
の
其
の
才
に
蛍
た
ら
ざ
る
に
至
り
で
は
、

未
だ
嘗
て
之
を
非
と
す
る
者
有
ら
ざ
る
な
り
e

現
在
の
資
序
任
用
が
才
能
重
視
の
人
事
を
囲
む
最
大
の
障
害
で
あ
る
と
い
う
黙
に
つ
い
て
、
こ
の
嘗
時
の
識
者
に
共
通
の
理
解
が
見
ら
れ
た

」
と
は
特
筆
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
更
に
王
安
石
の
主
張
を
載
せ
る
。
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且
つ
位
に
在
る
者
数
々
徒
れ
ば
、
其
の
官
に
久
し
き
を
得
ず
。
故
に
上
は
狙
習
し
て
其
の
事
を
知
る
こ
と
能
は
ず
。
下
は
肯
て
服
馴
し
て
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其
の
教
へ
に
安
ん
ぜ
ず
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:
官
を
設
く
る
に
大
抵
皆
嘗
に
其
の
官
に
久
し
か
ら
し
む
べ
し
。

部
す
る
所
の
者
遠
く
、

任

彼
の
主
張
は
先
に
も
見
た
「
久
任
」
の
奨
勘
に
ま
で
及
ぶ
。

ず
る
所
の
者
重
き
に
至
り
て
は
尤
も
宜
し
く
其
の
官
に
久
し
か
ら
し
め
、
市
る
後
に
其
の
震
す
こ
と
有
る
を
責
む
べ
し
。

王
安
石
・
司
馬
光
と
も
、
嘗
時
の
官
吏
任
用
法
の
依
陥
に
つ
い
て
は
同
一
と
言

っ
て
い
い
ほ
ど
の
認
識
と
危
機
感
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

王
安
石
が
新
法
の
質
施
に
嘗
た
っ
て
新
法
集
と
呼
ば
れ
る
官
僚
群
を
形
成
し
た
こ
と
は
知
ら
れ
る
が
、
守
奮
涯
の
反
劃
を
押
し
切
っ
て
断
行

さ
れ
た
政
策
を
推
進
す
る
こ
の
官
僚
群
は
や
同
然
の
よ
う
に
新
進
の
若
手
が
抜
擢
さ
れ
た
。
彼
ら
は
資
格
に
よ
る
も
の
と
は
異
な
る
任
用
組
路
を

切
り
開
い
た
と
言
え
る
。

し
か
し
新
法
の
改
革
が
頓
挫
し
、

王
安
石
へ
の
批
剣
が
噴
出
す
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
司
馬
光
す
ら
待
望
し
た
新
た

な
任
用
法
も
王
安
石
ゆ
え
の
非
難
を
被
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
見
た
『
古
今
源
流
至
論
』
前
集
、
巻
七
「
資
格
」
の
中
に
引
用
さ
れ
た
『
官
制
奮
典
』
に
は
、

王
安
石
新
濯
を
引
く
を
喜
び
能
く
集
事
す
と
競
す
る
に
至
り
、
遂
に
権
知
豚
資
序
の
人
も
て
監
司
・
郡
守
と
焦
し
、
初
改
官
の
選
人
も
亦

峻
抜
に
預
か
る
者
有
る
に
至
る
。
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と
見
え
る
。

『
直
清
書
鋒
解
題
』
巻
六

職
官
類
に
は
『
官
制
蓄
典
』
の
解
説
を
載
せ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
同
書
が
新
法
に
よ
る
官
制
改
革
の

(

日

〉

へ
の
復
掃
を
狙
っ
て
書
か
れ
た
類
書
の
一
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

後
、
混
蹴
し
た
官
僚
序
遜
秩
序
の
整
理
と
「
租
宗
の
法
」

更
に
、
資
序
の
盟
系
を
つ
か
む
上
で
有
用
な
史
料
と
し
て
『
長
編
』
巻
四

O
四

(
叩
山
〉

に
入
っ
て
新
法
寅
施
以
前
の
官
僚
任
用
例
を
取
索
し
た
際
の
上
奏
で
あ
る
。
我
々
は
皮
肉
に
も
こ
れ
ら
の
史
料
を
通
じ
て
資
序
の
瞳
系
を
知
る

元
枯
二
年
八
月
美
未
の
僚
が
あ
る
が
こ
れ
も
元
結
年
開

と
同
時
に
、

王
安
石
時
代
に
行
わ
れ
た
官
吏
任
用
法
の
買
態
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

何
れ
に
し
て
も
王
安
石
の
行
っ
た
任
用
法
が
「
小
人
登
用
の
法
」
と
し
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
資
格
任
用
の
依
陥
を
隠
蔽
し
従
前
の
資
格

に
よ
る
任
用
の
賛
美
と
回
闘
を
促
す
結
果
と
な
っ
た
。
三
司
が
解
睡
し
た
時
期
に
あ
っ
て
こ
の
任
用
法
が
如
何
な
る
鑓
遜
を
た
ど
っ
た
か
に
つ

い
て
は
更
に
検
討
が
加
え
ら
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。



結

至宝王
ロロ

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
資
格
任
用
の
是
非
を
巡
っ
て
は
、
主
と
し
て
財
政
差
遣
の
人
事
を
中
心
に
様
々
な
議
論
が
職
わ
さ
れ
て
き
て
い

る
。
員
宗
朝
、
財
政
の
差
遣
に
は
三
司
生
え
抜
き
の
専
門
家
が
長
期
に
わ
た
っ
て
在
任
し
そ
の
運
用
に
嘗
た
っ
て
い
た
。
わ
け
で
も
陳
恕
は
そ

の
傑
出
し
た
能
力
と
長
期
の
在
任
に
よ
っ
て
、
以
後
の
三
司
の
土
蓋
を
形
成
し
た
。

丁
謂
の
一
涯
が
三
司
を
中
心
に
勢
力
を
張
り
、
茶
法
の
改

革
を
質
施
し
得
た
の
も
彼
ら
が
長
期
に
三
司
に
ポ
ス
ト
を
確
保
し
得
た
か
ら
で
あ
る
。
丁
謂
議
が
失
脚
し
た
時
期
と
、
資
格
任
用
の
制
度
が
財

政
差
遣
を
取
り
込
ん
で
整
備
さ
れ
て
き
た
時
期
と
が
重
な
る
の
は
何
ら
か
の
開
連
が
有
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
憶
測
す
る
。
だ
が
同
時
に

人
材
の
不
足
と
い
う
資
格
任
用
の
歓
陥
も
露
呈
し
始
め
、

い
え
ば
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
財
政
差
遣
が
高
級
官
僚
の
昇
進
に
依
く
べ
か
ら
ざ
る
通
路
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
銭
穀
の
こ
と

を
卑
賎
視
す
る
官
僚
が
三
司
の
要
職
に
就
け
ば
勢
い
三
司
の
業
務
は
停
滞
す
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
彼
ら
の
異
動
が
常
な
ら
な
い
賦
態
で
あ
れ

「
久
任
」
と
い
う
特
例
を
設
け
て
そ
の
針
策
に
嘗
た
る
場
合
も
見
ら
れ
た
。
飲
陥
と

ば
、
現
場
の
混
観
は
更
に
深
刻
な
も
の
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
王
安
石
の
改
革
前
夜
、
こ
の
混
乱
は
誰
も
が
等
し
く
憂
慮
す
る
問
題
と
化
し
て
い
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--。
ゆ
ムド

言
わ
れ
る
よ
う
に
職
階
制
に
よ
る
財
政
手
腕
の
習
熟
を
官
僚
に
も
た
ら
し
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
般
の
官
僚

が
財
政
差
遣
を
濁
占
す
る
こ
と
か
ら
、
財
政
の
深
刻
な
停
滞
の
引
き
金
と
な
っ
た
と
言
っ
て
良
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
財
政
差
遣
を
経
た
者

「
財
政
官
僚
」
の
名
は
貴
顧
の
地
位
に
進
む
華
や
か
な
官
僚
達
に
は
似
合

こ
の
こ
と
は
、

が
則
ち
財
政
官
僚
と
は
言
え
な
い
こ
と
は
も
は
や
明
か
で
あ
ろ
う
。

「
汚
行
」
を
責
め
ら
れ
た
護
運
使
許
元
や
彼
の
才
能
を
た
た
え
つ
つ
自
ら
も
ま
た
長
ら
く
監
嘗
官
で
あ
っ
た
詩
友
梅
尭
臣
に
こ
そ
ふ

(
口
)

さ
わ
し
く
思
え
る
の
だ
。

う
ま
い
。
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さ
て
、
こ
の
時
期
資
格
に
か
ら
め
と
ら
れ
た
三
司
に
は
丁
謂
黛
の
よ
う
に
三
司
を
基
盤
と
し
て
質
擢
を
揮
う
財
政
官
僚
を
輩
出
す
る
力
は
残

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
資
格
を
無
視
し
て
人
材
を
登
用
し
た
王
安
石
の

一
黛
が
、
こ
の
三
司
を
解
瞳
す
る
方
向
へ
赴
い
た
の
は
嘗
然



302 

ハ
国
〉

で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

註(
1

)

周
藤
吉
之

「
北
宋
に
於
け
る
三
司
の
性
格
」
・
「北
宋
の
三
司
の
性

格
」
『
宋
代
史
研
究
』
、
東
洋
文
庫
、
一
九
六
九
所
牧
。

(

2

)

梅
原
郁
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
、
同
朋
合
、

一
九
八
五
。

(
3
)

『官
制
醤
典
』
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、

『
直
驚
書
録
解
題
』
巻

六
に

『租
宗
官
制
奮
典
』

一一一
程、

直
龍
園
閣
東
莱
察
惇
元
道
撰
と
見
え

る
の
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。

(
4

)

『宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
二
八

0
1二
八
二
頁
。

(

5

)

河

-
E
曲
円
陣
司
巴
-
・

2
ヨ
ロ
ω
EHZ
-
開
阿
司

0
3
2
0
・
肘

H
ω
B
Z
S
一O口
P
H凶ロ
ι

同

r
o
句
。
『
自
己
F
Z
O
口
O『
開

門

O
D
。自】
n

M
V
O口
円
可

E

Z

O
円四

}MO
『ロ

ωロ
ロ
問

。EE
-
--
FH。
ミ

-EH向
。¥

与
た
お
お
匂

H
R
b
s
×
〉内)ハ
|
N
・
巴
己
・

(

6

)

呂
中
の
『
大
事
記
講
義
』
二
十
三
容
は
徐
り
一
般
的
な
史
料
と
は
言

え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
『
四
庫
全
書
徳
目
提
要
』
史
部
史
一
評
類
に
見

え
、
「
凡
政
事
制
度
及
百
官
賢
否
具
載
於
編
。
論
中
所
議
選
翠
資
格
及

茶
脳
血
政
制
諸
線
、
頗
切
宋
時
稗
政
。
」
と
あ
る
。

(

7

)

陳
恕
『
宋
史
』
巻
二
六
七
に
本
俸
を
載
せ
る
。

(

8

)

司
馬
光

「論
財
利
疏
」
は
四
部
叢
刊
『
温
図
文
正
司
馬
公
文
集
』
巻

二
三
に
放
せ
る
。
こ
の
上
疏
は
『
長
編
』
巻
一
九
六
嘉
一
服
七
年
五
月

丁
来
朔
の
僚
に
見
え
る
。

ハ
9
〉

丁
謂
ら
の
南
人
官
僚
の
奥
宗
朝
に
於
け
る
活
動
に
つ
い
て
は
、
周
藤

士
口
之
『
宋
代
官
僚
制
と
大
土
地
所
有
』
(
祉
曾
構
成
史
盟
系
)

一
九
四

八
、
吉
岡
義
信

「北
宋
初
期
に
お
け
る
南
人
官
僚
の
進
出
|

|
特
に
王

『
鈴
峰
女
子
短
期
大
察
研
究
集
報
』
二
、

欽
若
・
丁
認
の
場
合
|
|
」
、

一
九
五
五
を
参
照
。

(
m
)

佐
伯
富

「
宋
初
に
お
け
る
茶
の
専
資
制
度」

・
「
宋
代
林
特
の
茶
法
改

革
に
つ
い
て
」、

『
中
園
史
研
究
』
第
一

・
二
に
枚
録
。

(
日
)

『
宋
史
』
巻
二
八
三
、
了
謂
本
俸
に

「
淳
化
三
年
、
登
進
士
甲
科
、

震
大
理
評
事
、
通
剣
鏡
州
。
険
年
、
直
史
館
、
以
太
子
中
允
潟
一
踊
建
路

探
訪
。
還
上
茶
堕
利
害
、
途
震
関
蓮
使
。
除
三
司
戸
部
判
官
。
峡
路
鐙

箆
迭
、
命
往
鐙
量
。
還
奏
穂
旨
、
領
峡
路
縛
運
使
。
鐙
地
借
腕
粟
而
常
乏

耐
郎
、
(
丁
〉
謂
聴
以
来
易
盟
、
m
m
人
大
悦
。
」
と
見
え
る
。
ま
た
『
宋
史
』

巻
二
八
三
林
特
附
停
に
は
「
梁
鼎
制
偉
侠
商
青
白
脳
血
。
前
後
上
議
異

同
、
岡
県
宗
選
(
林
)
特
輿
知
永
興
軍
張
詠
同
商
利
害
、
所
奏
合
旨
。
」

と
あ
る
。
内
蔵
庫
と
劉
承
珪
の
闘
係
に
つ
い
て
は
、
梅
原
郁

「
宋
代
の

内
蔵
と
左
磁
」、

『
東
方
皐
報
』
(
京
都
〉
四
二
、

一
九
七

一
参
照
。

(
ロ
)
『
宋
史
』
巻
二
九
九

李
樽
本
俸
に
は

「
江
准
運
米
総
京
師
、
奮
止

五
百
徐
蔦
斜
、
至
縛
乃
櫓
至
六
百
高
、
而
諸
路
猶
有
徐
蓄
。
」
と
あ
る
。

(
日
)
護
運
使
許
元
の

「
汚
行
」
の
内
容
を
『
長
編
』
巻
一
七
二
皇
祐
四

年
二
月
戊
寅
の
僚
か
ら
見
て
み
る
と
、

「
上
謂
輔
臣
目
、
東
南
歳
比
不

登
、
民
力
十世
乏
。
嘗
詔
銀
成
摘
出
百
高
石
。
今
夜
蓮
使
施
畠
言
・
許
一
元
乃

欲
分
往
雨
祈
江
南
、
調
護
軍
儲
。
是
必
謀
歎
剥
疲
民
求
羨
絵
、
以
希
進

爾
。
:
・
・
」
と
あ
り
、
不
作
に
と
も
な
う
苛
数
珠
求
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
許
元
の
罷
苑
に
山
富
た
っ
て
の
批
判
刊
を
『
長
編
』
巻

一
七
七
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至
和
元
年
(
一

O
五
四
)
十
一
月
丙
寅
の
僚
か
ら
見
て
み
る
と
、
「
徒

准
南
江
掘
削
剤
湖
制
置
護
運
使
工
部
郎
中
天
章
閣
待
制
許
元
知
揚
州
。
元

在
准
南
十
三
年
、
急
於
進
取
、
多
褒
珍
奇
以
賂
遺
京
師
権
貴
。
尤
篤
王

発
臣
所
知
。
治
所
在
岡
県
州
。
衣
冠
之
求
官
舟
者
、
日
数
十
輩
、
元
観
勢

家
要
族
立
推

E
艦
奥
之
。

小
官
惇
濁
伺
候
歳
月
有
不
能
得
。
人
以
是
憤

怒
。
而
元
自
謂
嘗
然
、
無
所
塊
俸
。
」

と
見
え
、
権
勢
家
へ
の
贈
賄
行
焦
が
糾
瑚
押
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
見

る
と
許
元
と
い
う
人
物
の
印
象
は
蜜
に
描
い
た
よ
う
な
務
職
家
に
な

っ
て
し
ま
う
。
筆
者
は
嘗
て
、
詩
人
で
あ
り
財
政
官
僚
と
し
て
は
小
官

で
あ
っ
た
梅
桑
巨
が
許
元
と
の
聞
に
交
わ
し
た
詩
作
を
手
が
か
り
と
し

て
許
元
の
寅
像
に
迫
ろ
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
(
「
北
宋
仁
宗
期
の

中
下
級
官
僚
に
就
い
て
|
|
詩
人
梅
莞
臣
と
財
政
官
僚
許
元
と
の
交
流

を
通
じ
て
見
た
る

l
l」
『
吻
沫
集
』
5
〉
多
照
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い

で
あ
る
。
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(

M

)

「
寓
言
の
書
」
と
書
い
た
が
『
王
文
公
文
集
』
(
上
海
人
民
出
版
社
、

一
九
七
四
)
巻
一
に
「
上
皇
帯
高
言
書
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

(
日
)
『
官
制
奮
典
』
は
『
直
芳
書
録
解
題
』
巻
六
に
「
『
租
宗
官
制
奮
典
』

三
巻
、
直
龍
園
閣
東
莱
察
惇
元
道
撲
。
大
略
以
魚
、
元
堕
用
官
階
寄
様
、

錐
競
正
名
、
而
流
口
問
混
浴
、
爵
位
軽
濫
。
故
以
租
宗
醤
典
輿
新
制
参
稽

並
孜
而
論
其
得
失
。
・
:
:
・
」
と
あ
る
。
そ
の
後
に
『
官
制
奮
典
正
誤
』
、

『
図
朝
官
制
沿
革
』
、
『
職
官
記
』
、
『
官
制
新
典
』
な
ど
の
書
名
が
見

え
る
の
が
、
同
様
の
趣
旨
で
嘗
時
着
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
日
山
〉
同
僚
は
、
「
文
彦
博
奏
、
臣
近
面
奉
聖
旨
、
具
自
来
除
授
官
職
次
序

一
本
進
呈
O

i
---
」
と
の
書
き
出
し
で
始
ま
る
。

(
ロ
)
註
(
日
)
を
参
照
。

(
四
)
王
安
石
の
新
法
貨
施
下
に
お
け
る
財
政
官
僚
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て

の
論
考
は
熊
本
崇

「醇
向
略
停
|
北
宋
財
務
官
僚
の
軌
跡
|
」
『
集
刊

東
洋
皐
』

五
て
一
九
八
四
が
あ
る
。
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the local administration, and at the same time had the feature of ａ local

financial organ, through which the local societypaid the necessary expenses

to the local administration itself. It was during the Daoguang 道光

period,in other words, during the same period as the emergence of the

gongju that the term shenliang began to be widely used.　Shenliang

stood for the local elite-classwhich was created and authorised as leader-

ship of gongju system for the purpose of the local finance　by the　local

government.

ＡREVIEW OF THE QUALIFICATION SYSTEM AND

　　　　

FINANCIAL OFFICIALS DURING THE

　　　　　　　　

NORTHERN SONG CHINA

ITABASHI Shin'ichi

　　

In the first half of the Northern Song period, Sansi三司was run by

ａ group of bureaucrats who were experts in financial administration, and

who seemed to have been assigned to their positions according to their

ability, just as“the right man in the right placeグ

　　

The appointment system to qualify and promote ｏ伍cialsin proportion

to their tenure of office had been gradually formed. Thereafter, the posts

of Sansi were　also incorporated into the qualification system, and any

ｏ伍cial without the Sansi background could proceed to its posts. Many

historical documents show that ｏ伍cials in Sansi were replaced frequently

and that they were reluctant to engage in financial affairs.

　　

Ａ man cannot be designated as ａ‘financial ｅχpert' just because he

had ｅχperience　in Sansi ； actually he may not have acquired any real

knowledge or skills during short tenure of ｏ伍ce. If San si o伍cials had ａ

poor knowledge of finance, the well-balanced management of the Imperial

fiscal administration could hardly be ｅχpected. It was ａ natural consequ-

ence that　ａ　better　assignment　system for Sansi　o伍cials　was　called

for. When Wang Anshi 王安石initiated the New Laws, he largely

appointed young official candidates whose qualifications he neglected on

　　　　　　　　　　　　　　　　　

－3－



purpose.

　　

It was due to the reaction against his policies that the quali-

ficationsystem was praised in the later periods｡

　　

When we use the term‘financialｏ伍cials'for the Sansi bureaucrats,

it is necessary to distinguish between　the periods　before and after the

establishment of the qualificationsystem. In this paper, the ｔｅｒｍdoes

not refer to those who assumed in financia］ｏ伍cesafterthe establishment

of the qualificationsystem.

ADMINISTRATIVE DIVISIONS OF JAVA

　　　　　

HistoricalOutline

FUKAMI Sumio

　　

Indonesia has ｎｏぺf/unified local administration system ａ１１over the

country, down to village level, due to the high-handed national integration

policy of the government of the Republic of Indonesia. As a preliminary

research to the historical background of the unification, this paper traces

the changes of administrative divisions in ａ concrete way in Java, where

the model of present system was established, from 1874, when the stand･

ardized sub-district system was introduced to most of the area, to 1945,

when Indonesia declared her independence.　It was at the end of the 192O's

that as ａ result of the decentralization policy, started in the beginning of

this century, the unified system of administrative divisions prevailed in

Java, except the Principalities. Of this　Province-Residency-Regency /

Municipality-District-Subdistrict system, the Regency and　District　have

been abolished after independence, and the Subdi strict has become today's

District (Kecamatan).　The number of the Regency and Subdistrict were

decreased by about 10 percent in the middle of the 193O's. Most of today's

Regencies and Districts are same as the curtailed ones.

- ４－


